
別紙４ 
 

 

 

宣 誓 書 

 

私は，下記の事項について宣誓します。 

 

 

 

記 

 

１ 自己又は自社の役員等が，次のいずれにも該当する者ではありません。 

(1) 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４に規定する者 

① 当該公募に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者 

② 鹿児島県との契約等において次のアからカまでのいずれかに該当すると認められる者でそ

の者について３年以内の期間を定めて一般競争入札に参加させないとされた者及びその者を

代理人，支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者 

ア 契約の履行に当たり，故意に工事若しくは製造を粗雑にし，又は物件の品質若しくは数

量に関して不正の行為をした者 

イ 競争入札又はせり売りにおいて，その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害

し，若しくは不正の利益を得るために連合した者 

ウ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者 

エ 地方自治法第 234 条の２第１項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の

執行を妨げた者 

オ 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者 

カ アからオにより一般競争入札に参加できないこととされている者を契約の締結又は履行

に当たり代理人，支配人その他の使用人として使用した者 

(2) 鹿児島県が行う契約からの暴力団排除措置に関する要綱に規定する者 

ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号。以下「暴力団

対策法」という。）第２条第２号に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）であると

認められる者 

イ 役員等（法人にあっては非常勤を含む役員，支配人，営業所等（営業所，事務所その他

これらに準ずるものをいう。以下同じ。）を代表する者その他いかなる名称を有するもの

であるかを問わず法人の経営を行う役職にある者若しくは経営を実質的に支配している

者（以下「法人役員等」という。），法人格を有しない団体にあっては代表者，理事その

他法人役員等と同等の責任を有する者又は個人にあってはその者，営業所等を代表する者

その他いかなる名称を有するものであるかを問わず個人の経営を行う役職にある者若し

くは経営を実質的に支配している者をいう。以下同じ。）が，鹿児島県暴力団排除条例（平

成 26 年鹿児島県条例第 22 号）第２条第３号に規定する暴力団員等（以下「暴力団員等」

という。）であると認められる者 

ウ 暴力団又は暴力団員等が，その経営に実質的に関与していると認められる者 

エ 役員等が，自己，自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加え

る目的をもって，暴力団又は暴力団員等を利用していると認められる者 

オ 役員等が，暴力団又は暴力団員等に対して，いかなる名義をもってするかを問わず，金

銭，物品その他の財産上の利益を不当に提供し，又は便宜を供与するなど直接的又は積極

的に暴力団の維持運営に協力し，又は関与していると認められる者 

カ 役員等が，暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認めら



れる者 

キ 役員等が，暴力団又は暴力団員等であることを知りながら不当な行為をするためにこれ

らを利用していると認められる者 

 (3) 宗教活動や政治活動を主たる目的とする者 

 (4) 県税を滞納している者 
 
 

年  月  日  

 

 公益社団法人鹿児島県貿易協会 会長 塩田康一 殿 
 
 

                       住   所 
                       (ふりがな) 

                       氏   名                         

                                             法人又は団体にあっては，主たる事務 

                       所の所在地，名称及び代表者の氏名 
 
 

 （注）１ 「役員等」とは，次に掲げる者をいいます。 

ア 法人にあっては，非常勤を含む役員，支配人，営業所等（営業所，事務所その他これらに準ずる

ものをいう。以下ウにおいて同じ。）を代表する者その他いかなる名称を有するものであるかを

問わず法人の経営を行う役職にある者又は経営を実質的に支配している者 

イ 法人格を有しない団体にあっては，代表者，理事その他アに掲げる者と同等の責任を有する者 

ウ 個人にあっては，その者，営業所等を代表する者その他いかなる名称を有するものであるかを

問わず個人の経営を行う役職にある者又は経営を実質的に支配している者 

 

 

 

 

 


